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第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、日本司法支援センター（以下「センター」という。）

との間で、総合法律支援法（平成１６年法律第７４号。以下「支援法」と

いう。）第３０条、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法

支援センターの業務の特例に関する法律（平成２４年法律第６号。以下

「震災特例法」という。）第３条第１項各号及び特定不法行為等に係る被

害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の
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特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律（令和

５年法律第８９号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。）第３

条第１項各号に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱

うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事

務弁護士共同法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者（弁護士、弁

護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者であって、法律

により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。

以下同じ。）の法律事務の取扱いについて、取扱いの基準に関する事項、

契約に違反した場合の措置に関する事項、審査委員会による調査に関する

事項、審査委員会における審議の手続に関する事項その他必要な事項を定

めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

一 弁護士等 弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法

人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者をいう。 

二 契約弁護士等 センターとの間で、支援法第３０条、震災特例法第３

条第１項各号又は特定不法行為等被害者特例法第３条第１項各号に規定

するセンターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契

約を締結している弁護士等をいう。 

三 国選契約弁護士 センターとの間で、支援法第３０条第１項第６号に

掲げるセンターの業務に関し、国選弁護人、国選付添人又は国選被害者

参加弁護士に関する法律事務の取扱いについて契約を締結している弁護

士をいう。 

四 一般契約弁護士等 センターとの間で、一般契約（センターが、支援

法第３０条、震災特例法第３条第１項各号又は特定不法行為等被害者特

例法第３条第１項各号に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事

務を取り扱うことについて弁護士等と締結する契約のうち、次号の勤務

契約以外のものをいう。）を締結している弁護士等をいう。 

五 勤務弁護士等 センターとの間で、勤務契約（センターが、支援法第

３０条、震災特例法第３条第１項各号又は特定不法行為等被害者特例法

第３条第１項各号に規定するセンターの業務に関し、他人の法律事務を

取り扱うことについて弁護士等と締結する契約のうち、センターに勤務
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し、給与の支払を受けて法律事務を取り扱うことを内容とするものをい

う。）を締結している弁護士等をいう。 

（弁護士法人等） 

第３条 センターが、支援法第３０条、震災特例法第３条第１項各号又は特

定不法行為等被害者特例法第３条第１項各号に規定するセンターの業務に

関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約を締結している法人に

ついては、法人の社員又は使用人である弁護士等による法律事務の取扱い

を、当該法人による法律事務の取扱いとみなしてこの規程を適用する。 

 

第２章 法律事務の取扱いの基準に関する事項 

 

 （法律事務の取扱いの基準） 

第４条 センターは、契約弁護士等による法律事務の取扱いの基準を次のと

おり定める。 

一 契約弁護士等は、法律事務の取扱いに当たり、自由かつ独立の立場

を保持するように努める。 

二 契約弁護士等は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現

するように努める。 

三 契約弁護士等は、法律事務を取り扱う事件に関する依頼者等（支援

法第３０条第１項第２号から第５号まで、第７号及び第９号並びに同

条第２項、震災特例法第３条第１項各号並びに特定不法行為等被害者

特例法第３条第１項各号に基づく業務にあっては依頼者を、支援法第

３０条第１項第６号に基づく業務にあっては被疑者、被告人若しくは

審判に付された少年又は被害者参加人をいう。以下同じ。）の意思を

尊重して職務を行うものとする。 

四 契約弁護士等は、依頼者等が疾病その他の事情のためその意思を十

分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者等の意思の確認に

努める。 

五 契約弁護士等は、正当な理由なく、依頼者等について職務上知り得

た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。 

六 契約弁護士等は、事件を受任したとき、国選弁護人若しくは国選付

添人に選任されたとき、又は国選被害者参加弁護士に選定されたとき

は、速やかに法律事務の取扱いに着手し、遅滞なく、これを処理しなけ
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ればならない。 

七 契約弁護士等は、必要に応じ、依頼者等に対して、事件の経過及び

事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者等と協議しながら法律

事務の取扱いを進めなければならない。 

八 契約弁護士等は、法律事務の取扱いに当たり、必要な法令の調査を

怠ってはならない。 

九 契約弁護士等は、法律事務の取扱いに当たり、必要かつ可能な事実

関係の調査を行うように努める。 

十 契約弁護士等は、法律事務の取扱いに関して依頼者等、相手方その

他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金

であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければなら

ない。 

十一 契約弁護士等は、法律事務の取扱いに関して依頼者等、相手方そ

の他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者

の注意をもって保管しなければならない。 

十二 契約弁護士等は、法律事務の取扱いの終了に当たり、事件処理の

状況又はその結果に関し、必要に応じ法的助言を付して、依頼者等に説

明しなければならない。 

十三 契約弁護士等は、法律事務の取扱いの終了に当たり、その職務の

趣旨に従い、金銭を清算した上、預り金及び預り品を遅滞なく返還しな

ければならない。 

十四 国選契約弁護士は、被疑者、被告人及び審判に付された少年の防

御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するた

め、最善の弁護活動又は付添活動に努める。 

十五 国選契約弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者、被告人及び

審判に付された少年について、必要な接見及び面会の機会の確保並びに

身体拘束からの解放に努める。 

十六 国選契約弁護士は、被疑者、被告人及び審判に付された少年に対

し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権

及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、必要な対抗措置をとる

ように努める。 

十七 国選契約弁護士は、国選弁護人又は国選付添人に選任された事件

について、名目のいかんを問わず、被疑者、被告人、審判に付された少
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年その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。 

十八 国選契約弁護士は、国選被害者参加弁護士に選定された事件にお

ける刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第３１６条の３４から第

３１６条の３８までに規定する行為について、名目のいかんを問わず、

被害者参加人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならな

い。 

十九 契約弁護士等は、法律事務を取り扱う事件の相手方に法令上の資

格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の

承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。 

二十 契約弁護士等は、法律事務を取り扱う事件に関し、相手方から利

益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をして

はならない。 

二十一 契約弁護士等は、法律事務を取り扱う事件に関し、相手方に対

し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。 

二十二 契約弁護士等は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。 

二十三 契約弁護士等は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は

虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。 

二十四 契約弁護士等は、怠慢により又は不当な目的で、裁判手続等を

遅延させてはならない。 

 

第３章 契約弁護士等が契約に違反した場合の措置に関する事項 

 

 （措置の種類） 

第５条 一般契約弁護士等が契約に違反した場合の措置は、次の各号に掲げ

るものとする。 

一 ３年以下の契約締結拒絶期間を伴う契約の解除又は３年以下の契約締

結拒絶期間の設定 

 二 契約の効力の２年以下の停止 

２ 勤務弁護士等が契約に違反した場合の措置は、次の各号に掲げるものと

する。 

一 ３年以下の契約締結拒絶期間を伴う契約の解除又は３年以下の契約締

結拒絶期間の設定 

 二 １年以下の期間の停職 
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 三 減給（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９１条の制限を超え

ない範囲内で給与を減額する。） 

 四 戒告 

 （一般契約弁護士等に対する措置の要件） 

第６条 センターは、一般契約弁護士等に次の各号に掲げるいずれかの事由

があり、契約を継続することが相当でないときは、前条第１項第１号に

掲げる措置をとることができる。 

 一 センターとの契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、第４条に規定

する法律事務の取扱いの基準に違反し、その違反の程度が重大で、契約

弁護士等としての職責を著しく怠ったとき。 

 二 センターとの契約に定める報酬及び費用の請求に関し虚偽の報告を行

い過大な請求をしたとき。 

２ センターは、一般契約弁護士等に次の各号に掲げるいずれかの事由があ

り、契約の効力を一定期間停止することが相当なときは、前条第１項第２

号に掲げる措置をとることができる。 

 一 センターとの契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、第４条に規定

する法律事務の取扱いの基準に違反し、その違反の程度が軽微でなく、

契約弁護士等としての職責を怠ったとき。 

 二 センターとの契約に基づく義務（法律事務の取扱いに関するものを除

く。次条において同じ。）を怠り、センターの事務に著しい支障を生

じさせたとき。 

 （勤務弁護士等に対する措置の要件） 

第７条 センターは、勤務弁護士等に次の各号に掲げるいずれかの事由があ

り、契約を継続することが相当でないときは、第５条第２項第１号に掲

げる措置をとることができる。 

 一 センターとの契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、第４条に規定

する法律事務の取扱いの基準に違反し、その違反の程度が重大で、勤務

弁護士等としての職責を著しく怠ったとき。 

 二 センターとの契約に基づく義務に違反し、その違反の程度が重大で、

勤務弁護士等としての品位を失うべき非行があったとき。 

２ センターは、勤務弁護士等に次の各号に掲げるいずれかの事由があり、

その職務を一定期間停止させること又は減給することが相当なときは、第

５条第２項第２号又は第３号に掲げる措置をとることができる。 
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 一 センターとの契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、第４条に規定

する法律事務の取扱いの基準に違反し、その違反の程度が軽微でなく、

勤務弁護士等としての職責を怠ったとき。 

 二 センターとの契約に基づく義務を怠り、センターの事務に著しい支障

を生じさせたとき。 

 三 センターとの契約に基づく義務に違反し、勤務弁護士等としての品位

を著しく損なうべき非行があったとき。 

３ センターは、勤務弁護士等に次の各号に掲げるいずれかの事由があり、

注意することが相当なときは、第５条第２項第４号に掲げる措置をとるこ

とができる。 

 一 センターとの契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、第４条に規定

する法律事務の取扱いの基準に違反したとき。 

 二 センターとの契約に基づく義務を怠り、センターの事務に支障を生じ

させたとき。 

 三 センターとの契約に基づく義務に違反し、勤務弁護士等としての品位

を損なうべき非行があったとき。 

 

第４章 審査委員会による調査等に関する事項 

 

 （理事長による調査等） 

第８条 理事長は、契約弁護士等に対する契約に基づく措置に関する事項に

ついて、審査委員会が支援法第２９条第８項第１号（震災特例法第５条

及び特定不法行為等被害者特例法第４条の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）に基づいて審査委員会の議決を経ることを要しないも

のについて一定の定めを置いたときは、その定めに従って審査委員会へ

の付議の要否を判断するために必要な調査をすることができる。 

２ 理事長は、契約弁護士等に対する措置に関する意見を付するために必要

な事項に関して、調査をすることができる。 

３ 理事長は、地方事務所長その他の適当な職員に前二項の調査をさせ、付

議の要否又は措置の当否に関する意見を付して調査結果を報告させること

ができる。 

４ 理事長又は前項の調査を命じられた地方事務所長その他の職員は、前三

項の調査を行うときは、当該契約弁護士等の所属する弁護士会、司法書士
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会その他の隣接法律専門職者団体（隣接法律専門職者が法律により設立を

義務づけられている法人及びその法人が法律により設立を義務づけられて

いる法人をいう。以下同じ。）に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ

の他必要な協力を求めることができる。 

５ 第３項の調査を命じられた地方事務所長その他の職員は、措置を相当と

する旨の意見を付して同項に規定する調査結果を理事長に報告したとき

は、措置の対象となる契約弁護士等の所属する弁護士会、司法書士会その

他の隣接法律専門職者団体に対してその旨を通知するものとする。 

 （契約弁護士等に対する措置に関する付議手続） 

第９条 理事長は、契約弁護士等に対する契約に基づく措置に関する事項に

ついて、審査委員会の議決を経なければならない場合には、措置の当否及

び措置を相当とするときにあってはとるべき措置の内容に関する意見を付

して、審査委員会の審議に付するものとする。 

２ 前項の場合において、措置を相当とする旨の意見を付して審査委員会の

審議に付するときは、理事長は、措置の対象となる契約弁護士等の所属す

る日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会その他の隣接法律専門職者団

体に対し、あらかじめ、その旨を通知するものとする。 

 （審査委員会による調査等） 

第１０条 審査委員会は、付議された事項について、必要な調査をすること

ができる。 

２ 審査委員会は、前項の調査をするときは、日本弁護士連合会、日本司法

書士会連合会その他の団体又は個人に対して、資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

３ 審査委員会は、理事長に第１項の調査をさせることができる。 

４ 理事長は、地方事務所長その他の職員に前項の調査をさせることができ

る。 

 

第５章 審査委員会における審議の手続に関する事項 

 

 （委員長） 

第１１条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は審査委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務
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を代理する。 

 （招集） 

第１２条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任される

前においては、理事長が招集する。 

 （議事） 

第１３条 審査委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

２ 審査委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決する。 

３ 審査委員会は、措置を相当とする議決を行う場合には、措置の対象とな

る契約弁護士等に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし、当該契約弁護士等にその機会を与える旨の通知が到達し

ないときは、この限りでない。 

 

第６章 措置の通知に関する事項 

 

 （措置の通知） 

第１４条 理事長は、審査委員会の議決に基づいて措置をとったときは、当

該措置の対象となった契約弁護士等、当該契約弁護士等が所属する弁護士

会又は司法書士会その他の隣接法律専門職者団体に対応するセンターの地

方事務所の長、当該契約弁護士等が所属する弁護士会及び日本弁護士連合

会又は司法書士会及び日本司法書士会連合会その他の隣接法律専門職者団

体に対してその旨を通知するものとする。 

 

第７章 規程の変更 

 

 （規程の変更） 

第１５条 理事長は、この規程を変更する場合には、変更の内容及び理由を

付して審査委員会の審議に付するものとする。 

 

第８章 雑則 

 

 （運営規程） 

第１６条 審査委員会は、この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営
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に関し、必要な事項を定めるものとする。 

附則 

 この規程は、法務大臣の認可のあった日から施行する。 

附則（平成１９年１０月３０日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、法務大臣の認可のあった日から施行する。 

附則（平成２０年１１月１３日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、平成２０年１２月１日又は法務大臣の認可のあった日

のいずれか遅い日から施行する。 

附則（平成２１年４月２日法務大臣変更認可） 

  この規程の変更は、法務大臣の認可のあった日から施行する。 

附則（平成２４年３月３０日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則（平成２８年６月２８日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、平成２８年７月１日から施行する。 

附則（平成２９年９月２７日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、平成３０年１月２４日から施行する。 

附則（令和６年３月１４日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、令和６年３月１９日から施行する。 

附則（令和７年９月１９日法務大臣変更認可） 

 この規程の変更は、令和８年１月１３日から施行する。 

附則（令和８年３月２５日法務大臣変更認可） 

この規程の変更は、令和８年４月１日から施行する。 




